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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 23 年 6 月 29 日開催予定の当社第

23 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 
１．定款変更の目的 

当社は、本日開催の取締役会において、本日開示の「会社分割による持株会社体制移行に関するお知

らせ」のとおり、平成 23 年 11 月 1 日を効力発生日とし、当社を分割会社とする新設分割の方法により会社

分割を実施し、持株会社体制に移行することを決議いたしました。 

これに伴い、会社分割後の当社の商号、事業目的の追加・変更、役付取締役について定款変更するも

のであります。 

 

２． 変更の内容 

変更の内容は、次のとおりであります。 

現行定款 変更案 

（商号） 

第１条 当会社は、株式会社ゲオと称し、英文で

は、ＧＥＯ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮと表示す

る。 

 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営む会社及びこれ

に相当する事業を営む外国会社の株式を

保有することにより当該会社の事業活動の

支配･管理することを目的とする。 

１.～23.      (省略) 

 

（新設） 

 

24.前各号に附帯または関連する一切の事業 

 

 

（２） 当会社は、前項の目的の他、次の事業を

営むことを目的とする。 

 

１.～24.      (省略) 

 

（商号） 

第１条 当会社は、株式会社ゲオホールディングス

と称し、英文では、ＧＥＯ ＨＯＬＤＩＮＧＳ

ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮと表示する。 

 

（目的） 

第２条          （現行どおり） 

 

 

 

１.～23.      (現行どおり) 

 

24.倉庫業 

 

25.前各号に附帯または関連する一切の事業 

 

 

（２） 当会社は、前項各号に定める事業及びこ

れに附帯または関連する事業を営むこと

ができる。 

１.～24.      <削除> 

 



 
第３条～第 18 条   (省略) 

 

（代表取締役及び役付取締役） 

第 19 条 取締役会は、その決議によって代表取

締役を選定する。 

   （２） 取締役会は、その決議によって取締役

会長、取締役社長各１名、取締役副社

長、専務取締役、常務取締役各若干名

を選定することができる。 

 

 

第 20 条～第 40 条  (省略) 

 

（新設） 

 

第３条～第 18 条   (現行どおり) 

 

（代表取締役及び役付取締役） 

第 19 条        （現行どおり） 

 

（２） 取締役会は、その決議によって取締役

会長、取締役社長各１名、取締役副会

長、取締役副社長、専務取締役、常務

取締役各若干名を選定することができ

る。 

 

第 20 条～第 40 条  (現行どおり) 

 

附則 

定款第１条の変更は、平成 23 年 11 月１日付をも

って効力を生じるものとし、同日付をもって本附

則を削除する。 

 

３． 日程 

定款変更のための株主総会開催日    平成 23 年６月 29 日（予定） 

効力発生日                   平成 23 年６月 29 日（予定） 

 

以上 


